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Ⅰ はじめに 

 

我が国において、がんは、昭和 56（1981）年より死因の第１位であり、令和３（2021）

年には、年間約 38 万人と約３人に１人ががんで亡くなっているほか、生涯のうちに約２

人に１人が罹患すると推計されている。がん対策の推進においては、がんの患者数や罹患

率、生存率、治療内容の把握など、正確ながんの罹患等の実態把握が必要不可欠である。 

 

我が国におけるがん登録制度は、「地域がん登録」として健康増進法（平成 14年法律第

103号）に基づき、都道府県が各都道府県在住のがん患者の情報を収集することで実施さ

れてきたが、平成 28(2016)年１月より「がん登録等の推進に関する法律」（平成 25年法律

第 111号。以下「がん登録推進法」又は「法」という。）が施行され、より悉皆性のあるが

ん登録制度として、全ての医療機関及び指定診療所（以下「病院等」という。）が届け出る

「全国がん登録」の仕組みが整備された。 

 

がん登録推進法附則第４条において、政府は、「法律の施行の状況等を勘案して必要が

あると認めるときは、全国がん登録のための情報の収集の方法、全国がん登録情報の利用

及び提供の在り方その他がん登録等に関する施策について検討を加え、その結果に基づい

て必要な措置を講ずる」こととされている。 

これを受けて令和２年度厚生労働行政推進調査事業費補助金がん対策推進総合研究事

業において「がん登録等の推進に関する法律の改正に向けての課題に関する研究」を実施

し、都道府県、関係団体等への意見聴取を通じて課題の整理が行われ、第 16 回厚生科学

審議会がん登録部会（令和３年７月７日）において報告がなされた。 

当該報告等を踏まえ、がん登録部会において、現行制度における課題を「がん登録の整

備」「全国がん登録情報等の利用及び提供」「情報の適切な取扱い」「院内がん登録」の４

つに分類し、令和３年 12 月より議論を行い、今般、検討結果を「中間とりまとめ」とし

て取りまとめた。 
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Ⅱ 制度の見直しに向けた課題と対応方針 

 

１. がん登録の整備について 

 

（１） 届出の照合・集約作業の効率化 

 

（課題） 

○ 現在、病院等からの届出は、法第８条及び９条に基づき、都道府県及び国立研究開発

法人国立がん研究センター（以下「国立がん研究センター」という。）がそれぞれ複

数の医療機関からの届出を照合し、患者又は原発性のがんごとに名寄せする作業を行

った上で、全国がん登録データベースに記録されている。 

 

○ 当該作業は、現在、システム上で４情報（氏名・住所・性別・生年月日）を使って候

補者を絞り込んだあと、住所変更等で一致しない項目がある場合は、目視で確認作業

を行っており、相当な労力と時間を要しているほか、見落としによる照合漏れが発生

する可能性が高いことから、その効率化が課題となっている。 

 

○ これまでの議論において、照合・集約作業の効率化に向け、患者毎に一意性のある番

号の収集・利用を検討してはどうかとの意見があった。なお、その際、被保険者番号

ではなく、マイナンバー（カード）の収集・利用を検討すべきではないかとの意見が

あったが、マイナンバー（カード）の収集・利用の検討に当たっては、後述の他の公

的データベース等との連結解析の検討においては被保険者番号から作成される ID を

用いることが想定されることや、新たな収集項目の追加に伴う医療機関の事務負担等

を考慮する必要がある。 

 

（対応方針） 

○ 都道府県及び国立がん研究センターにおける照合・集約作業の効率化のため、被保険

者番号又は被保険者番号から生成されるＩＤを、全国がん登録における収集項目に追

加することについて検討するべきである。 

 

○ その際、被保険者番号又は被保険者番号から生成されるＩＤを収集することについて、

医療機関や地方公共団体、国民から、必要性・安全性に対する理解が得られるよう、

適切な説明を行う必要がある。 
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（２） 住所異動確認調査の円滑化 

 

（課題） 

○ 住所異動確認調査は、法第 10条第 1項又は第 13条第１項並びに住民基本台帳法（昭

和 42年法律第 81号）第 12条の２第１項又は第 15条の４第２項の規定に基づき、厚

生労働大臣から都道府県知事に通知され、通知を受けた都道府県知事が市町村に住民

票等の写しを請求することにより実施されている。 

 

○ 調査の実施については、法第 23条又は第 24条に基づき、国立がん研究センターや大

学病院等の都道府県がん登録室へ委任されている場合があるが、これらが、住民基本

台帳法上の「国」及び「都道府県」に該当することが明らかではないなどの理由で、

市区町村において調査への対応を拒まれる場合があり、円滑な調査の実施に支障があ

ることが課題となっている。 

 

○ また、当該調査は、国立がん研究センターから通知を受けた都道府県が、封書にて、

市区町村に対して住所異動確認調査票を送付し、住民票等の交付を請求、市区町村か

ら返送された住民票等の写しを参照し、その結果を全国がん登録システムの端末に入

力するなどしており、その効率化・デジタル化を検討することが必要である。 

 

○ これまでの議論において、住所異動確認調査の円滑な実施に向け、改めて国から周知

を行いつつ、中長期的な対応として、デジタル化に向けた検討を進めるべきとの意見

があった。 

 

（対応方針） 

○ 住所異動確認調査の円滑な実施に向け、厚生労働省において、住所異動確認調査が法

に基づく調査であることや、国立がん研究センターや大学病院等の都道府県がん登録

室への調査の委任が法に基づくものであること等を明らかにした上で、総務省とも連

携して、地方公共団体に対し改めて調査への協力に係る周知を行うべきである。その

際は、ＨＰを利用する等、地方公共団体の担当者が替わっても適切な取扱いが行われ

るよう、周知方法に留意する必要がある。 

 

○ また、住民異動確認調査に伴う事務負担軽減のため、効率化・デジタル化に向けた調

査方法について関係省庁との調整を進めるとともに、より効率的な調査スキームにつ

いて検討するべきである。 
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２. 全国がん登録情報等の利用及び提供について 

 

（１） 全国がん登録情報等の利用範囲、匿名化の定義等の明確化 

 

① 民間事業者の利用について 

 

（課題） 

○ 全国がん登録情報及び匿名化を行った情報（以下「匿名化情報」という。）は、法第

17 条のほか、法第 21 条第３項、第４項、第８項及び第９項の規定に基づき、第三者

提供が行われている。法第 21条各項では、利用者が「がんに係る調査研究を行う者」、

利用目的が「がんに係る調査研究（がんの医療の質の向上等に資するもの）のため」

と定められており、「がんに係る調査研究を行う者」の範囲や利用がどこまで認めら

れるかなど、条文上、利用範囲が不明確であることが課題となっている。 

 

○ これまでの議論においては、ＮＤＢ等の他の公的データベースでは民間事業者を含む

幅広い主体による利活用を明文で認めていることや、がん登録推進法においては情報

が「民間によるものを含めがんにかかる調査研究のために十分に活用」され、「その成

果ががん患者及びその家族をはじめとする国民に還元」されることを基本理念として

いることなどにも考慮し、民間事業者による利用も、利用目的や安全管理体制に応じ

て認めていくべきであるとの意見があった。 

 

○ 一方で、民間事業者への提供の可否の判断に当たっては、一定の基準が必要ではない

かという意見や、安全管理措置について、特に委託がなされている場合には、慎重に

判断すべきではないかという意見があった。 

 

（対応方針） 

○ 全国がん登録データベースに蓄積した情報の利活用をより広い主体に認めることは、

がん医療の向上のために必要であるから、「がんに係る調査研究を行う者」について、

民間事業者が除外されるものではないと解すべきである。 

 

○ 一方で、全国がん登録情報は、健康関連情報という機微な情報であること、公費を用

いて収集したデータであることから、民間事業者への提供の可否を個別に審査するに

当たっては、利用目的が、法に定める「がんに係る調査研究」に該当するものであっ

て、「がんの医療の質の向上等に資するもの」であることを前提に、それが治療法や

医薬品の開発等を通じ、広く一般国民の利益となることが期待できるか、特定の商品

又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものでないか等を個別に審査し、「相

当の公益性」が認められる場合に提供を可能とするといった、一定の基準が必要であ

る。特に、公益性と企業の利益との関わり合い（主たる目的が何か）や、委託関係及

び委託先での利用状況等を含めた全国がん登録情報の管理体制等に留意すべきであ

る。 
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○ 当該取扱いについては、今後、運用上の実績を蓄積していくことで、基準の明確化を

図り、必要に応じて「全国がん登録 情報の提供マニュアル 第３版」（令和４年８

月 30 日付け健発 0830 第１号厚生労働省健康局長通知別添。以下「提供マニュアル」

という。）等を改訂するなど、適切な利活用の推進を図るべきである。 

 

 

② 匿名化の定義について 

 

（課題） 

○ 追って記載。 

 

（対応方針） 

○ 追って追記。 
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（２） 他の DBとの連結・解析について 

 

（課題） 

○ 「医療・介護データ等の解析基盤に関する有識者会議報告書」（平成 30 年 11 月 16

日）において、ＮＤＢ、介護ＤＢと全国がん登録データベースを含む保健医療分野の

他の公的データベースとの連結のニーズ及び有用性が認められている。 

 

○ 国等が保有する公的データベースとしては、レセプト情報・特定健診等情報データベ

ース（ＮＤＢ）や介護保険総合データベース（介護ＤＢ）、ＤＰＣデータベース、全

国がん登録データベース、指定難病患者・小児慢性特定疾病児童等データベース、障

害福祉データベース、ＭＩＤ－ＮＥＴ、民間が保有するデータベースとしては、次世

代ＤＢ等がそれぞれの趣旨・目的に即して整備されている。既に公的データベース間

では、令和２年 10月にＮＤＢと介護ＤＢの連結解析、令和４年４月にＤＰＣデータベ

ースとＮＤＢ、介護ＤＢの連結解析が開始している。さらに、令和４年秋に、指定難

病患者・小児慢性特定疾病児童等データベース、感染症データベース、予防接種デー

タベース、障害福祉データベース、令和５年６月に次世代ＤＢについても連結解析に

係る規定が整備された法律が制定され、施行に向けた検討がなされている。 

 

○ これらのデータベース（以下「公的データベース等」という。）と全国がん登録デー

タベースの連結解析を可能にすることは、がん患者に係る詳細な診療情報、がんと他

疾病の関係性や合併症に関する知見、がん診療の医療経済的側面、がん患者における

介護サービスの利用状況といった情報の収集・分析をはじめ、我が国におけるがん対

策の更なる推進のため有用であるが、現行のがん登録推進法では、ＮＤＢ等との連結

は認められていない。 

 

○ これまでの議論においては、ＮＤＢ等との連結・解析に向けた検討を進めることの必

要性・有用性等について議論を行い、更なる利活用の推進のため検討を進めるべきで

あるとされた。また、公的データベース等以外の学会等の保有するデータベースと全

国がん登録データベースとの連結・解析についても、将来的な課題として検討を続け

るべきとされた。 

 

（対応方針） 

○ 全国がん登録データベースと公的データベース等について、匿名化した情報のＩＤ５

を用いた利用者における連結解析を可能とするため、法的・技術的検討を進めるべき

である。検討に当たっては、ＮＤＢ等と連結できる状態で提供される匿名化情報につ

いて、必要な安全管理措置等を確保するよう留意する必要がある。 

 

○ 公的データベース等以外の学会等の保有するデータベースとの連結については、現行

も顕名でのリンケージ利用が可能であることから、当面は調査研究単位での顕名情報

の提供（リンケージ利用）で対応することとするべきである。 
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（３） 全国がん登録情報等の国外提供に係るルールの明確化 

 

（課題） 

○ がん登録情報の国外提供については、がん登録推進法等において明確な規定がなく、

地域がん登録の時代においては、各都道府県の判断で可能であった国際共同研究への

参加や国際機関が行う統計調査へのデータ提供の機会が制限されているという課題

がある。 

 

○ がん登録情報の国外提供を認めることは、 

・ 日本のがん罹患率、生存率を諸外国と比較することによる、我が国のがん対策やが

ん医療の評価、 

・ 地域特異な希少がん等の観察に基づく、がん罹患のメカニズムの解明 

・ 日本と世界のがん登録・がん研究のネットワークの拡大と、欧米先進国主導となり

がちな国際標準ルールの策定への日本（アジア）の視点導入などの国際的ながん対策

の牽引 

等につながり、我が国のがん対策の推進への貢献が期待されている。 

 

○ こうした背景を踏まえ、令和３年９月 29日第 17回厚生科学審議会がん登録部会にお

いて、現行制度における当面の運用として、法第 17条第１項第２号に基づき、国のが

ん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、一定の要件を満たす

場合にのみ国外提供を可能とした。一方、現行制度においては、幅広い調査研究での

利用ができないことや、法令上のルールが明確でなく、がん登録推進法に基づく安全

管理措置等の実効性の担保について必ずしも十分でないこと等の懸念があり、より適

切な国外提供の在り方について検討を進めることが必要である。 

 

○ これまでの議論においては、がん登録情報の国外提供を認めていくべきであるという

意見や、一方で、がんの罹患などの機微な情報が、国外での情報漏洩や目的外使用さ

れること等による国民の権利利益が侵害されるリスクについて、法令違反等に対する

是正や制裁の実効性を担保するための措置が必要であるといった意見があった。 

 

（対応方針） 

○ 我が国のがん登録情報を用いて、諸外国との相対的な比較や国際共同研究を行うこと

により、わが国のがん医療の質の向上等、及び、国民に対するがん情報提供の充実、

科学的知見に基づくその他のがん対策の実施に資すると認められる場合には、国際機

関等に対して、匿名化したがん登録情報の国外提供を可能とするよう、必要な対応を

検討するべきである。 

 

○ 具体的には、 

・ 情報の適正利用と国民還元の観点から、提供依頼申出者は国内にある者のみ（国外

の利用者単独による申出は不可、国内の申出者との共同責任のもと国外の利用者が利
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用する場合に限る）とし、 

・ 国外の利用者については、国民の権利利益の保護等の観点から、日本が加盟する国

際機関又は相当の公益性があると認められる者であって、適正な安全管理体制や利用

者の外形的な信頼性・実績の有無等の要件を満たす者とするべきである。 

 

○審査に当たっては、利用目的、利用の態様、提供依頼申出者及び国外の利用者の体制、

安全管理に係る事項等を十分に検討するとともに、国外の利用者ががん登録推進法に

基づく安全管理措置等について十分に理解・実施できるよう、国内の提供依頼申出者

が責任を持って説明やフォローアップ等の対応を行うことを利用規約に明記するこ

とや、提供依頼申出者に対して、国外の利用場所における安全管理体制や、利用場所

で適用される個人情報保護法制又は規約等について必要な説明を求めることなど、運

用面での取扱いにおいても、十分に国民の権利利益の保護が図られるよう留意する必

要がある。また、研究ホームページ（日本語）等、一般の市民が確認できる場所にお

ける、がん登録情報の国外での利用についての、利用者による適切な情報公開を推進

する必要がある。 

 

○加えて、国内の提供依頼申出者が、国外での利用における安全管理についても、共同

で責任を負うことを利用規約等で明確にするとともに、国外の利用者についても安全

管理措置が遵守されるような実効性確保のための措置、及び国外の利用者についても、

知りえた情報を不当な目的で使用した場合や、安全管理措置等のがん登録推進法の規

定に違反した場合について、実効性を担保する措置を設けるべきである。 
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（４） 法第 20条に基づいて提供された情報の取扱いについて 

 

（課題） 

○ 全国の病院等から収集された全国がん登録情報は、法第 20条に基づき、都道府県がん

登録室から、届出施設の院内がん登録を取扱う管理室に還元されている。 

 

○ 第 20 条に基づき各病院に提供される情報（以下「20 条提供情報」という。）の提供

を受けた者は、他の第三者提供と同様、法第 30条から第 34条に基づく厳格な管理が

求められており、特に、保有期間については法第 32条及びがん登録等の推進に関する

法律施行令第９条の規定に基づき、最長で 15年間とされていることから、診療録への

転記といった取扱いが目的外利用として認められていない。 

 

○ 一方で、20条提供情報のうち、特に生存確認情報（死亡及び死因情報）は、各医療機

関で生存確認調査を行うことが難しく、また、死亡情報の有無は治療法の評価に直結

するなど医学研究において重要なデータであり、実務上、診療録への転記に係るニー

ズが大きいことから、こうした柔軟な取扱いができないことががん登録情報の利活用

を妨げていることが課題となっている。 

 

○ これまでの議論においては、現行法では、20条提供情報にも保存期間等の制限が掛か

るため、実務上、日常的な診療録への転記等が難しいこと、一方、20条提供情報を診

療録へ転記できないとする現行の取扱は合理的根拠がないこと、また情報の利活用と

いう観点からも適切ではないことといった意見があった。適切な保有期間制限の在り

方を含めた 20条提供情報の利活用について検討を進めるべきとされた。その際、法第

20条に基づく提供のうち、柔軟な取扱を認めるものと通常の第三者提供と同様に扱わ

れるべきものがあるとして、利用目的毎に細分化して検討すべきとの意見があった。 

 

（対応方針） 

○ 各病院で保有する診療録等の医療情報を充実させ、がんに係る研究を促進することは、

がん登録推進法の理念に合致するところであるから、院内がん登録へ還元を目的とし

た 20条提供情報について、診療録への転記等の利活用ができるよう、必要な見直しを

行い、がん登録推進法等の規定の整備を含め、必要な見直しを行うべきである。 

 

○ その際、法第 32条の規定に基づく保有期間制限についても、実務上の必要性や適正を

勘案し、必要な見直しを行う必要がある。 

 

○ また、20条提供情報が、当該病院の院内がん登録から診療録等へ転記された場合、そ

の情報は個人情報保護法等の病院等が遵守すべき法令に従って管理・利用されること

となるが、そうした場合の安全管理措置等の運用上の留意点についても、併せて整理

する必要がある。 
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３. 情報の適切な取扱いについて 

 

（１） 申出から提供までの手続きの簡略化 

 

（課題） 

○ 追って記載。 

 

（対応方針） 

○ 追って記載。 
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（２） 安全管理措置基準の見直し、リモートアクセス体制の整備 

 

（課題） 

○ 法第 33条は情報の提供を受けた者に対し、その漏洩、滅失及び毀損の防止、その他の

適切な管理のために必要な措置を講じなければならないとしており、その具体的な安

全管理措置は、顕名情報と匿名化情報それぞれについて、提供マニュアルにおいて定

められている。 

 

○ 安全管理措置については、組織的安全管理措置、物理的安全管理措置、人的安全管理

措置の各項目を満たす必要があるところ、一部の地方公共団体、医療機関、研究機関

等において、定められた基準を満たせないため全国がん登録情報等の利用が制限され

ている実情があること、また、法施行時から同一の基準で運用されており近年の技術

進展や利用者側のニーズや利便性を踏まえた見直しが必要であること等が課題とさ

れている。 

 

○ また現在、全国がん登録情報等の提供はＣＤ－ＲＯＭ等の媒体を郵送することで行っ

ているが、提供の効率化や利便性の向上、提供時の情報漏洩及び紛失のリスクの軽減

等のためには、利用者がリモートアクセスにより共通クラウドで作業・利用できるよ

うなオンサイト解析システムの導入を検討すべきであること、その際の安全管理措置

について検討を進めるべきであることが指摘されている。 

 

○ これまでの議論においては、いずれについても情報通信技術等の専門家を交えた詳細

な検討・検証が必要とされた。 

 

（対応方針） 

○ 全国がん登録情報等の第三者提供における安全管理措置の見直し及びリモートアク

セスによる提供体制の整備について、情報通信技術等の専門家による安全性の評価等

を可能とするため、調査研究事業において検討を進めるべきである。 

 

○ 検討に当たっては、リモートアクセスで解析可能な医療・介護データ等の解析基盤（Ｈ

ＩＣ: Healthcare Intelligence Cloud）の検討状況を踏まえるとともに、全国がん登

録情報等のデータの特性に応じた適切な安全管理措置を確保するよう留意すべきで

ある。 
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４. 院内がん登録について 

 

（１） 院内がん登録全国集計情報の利活用 

 

（課題） 

○ 法第２条第４項に定める「院内がん登録」は、がん医療の提供を行う病院において、

そのがん医療の状況を的確に把握するため、当該病院において診療が行われたがんの

罹患、診療、転帰等に関する詳細な情報を記録し、及び保存するものであり、現在は、

法第 44 条に基づき、専門的ながん医療の提供を行う病院その他の地域におけるがん

医療の確保について重要な役割を担う病院においてはその実施が努力義務とされて

いる。実際の運用に当たっては、「院内がん登録の実施に係る指針」（平成 27年厚生

労働省告示第 470号。以下「院内がん登録指針」という。）が定められている。 

 

○ 院内がん登録は、がん登録推進法の施行前から各病院において実施されていたもので

あり、平成 19 年からは国立がん研究センターによる全国の院内がん登録情報の収集

が行われてきた。また、当該情報（以下「院内がん登録全国収集データ」という。）

は、都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会で策定したルールに基づき、国立がん

研究センターに置かれた審査会の個別審査・承認を経て第三者提供が行われてきた。 

 

○ 一方で、法制定後、国立がん研究センターによる院内がん登録の全国収集の法的位置

付けや、利用範囲・利用手続等が明確に整理されてこなかったため、法施行後は、院

内がん登録全国収集データの第三者提供が停止されていること等が課題とされてい

る。 

 

○ これまでの議論においては、当面の利活用に係る法的整理を進めるとともに、具体的

な提供の仕組みを、全国収集の実施主体である国立がん研究センターにおいて検討す

べきであること、適正な管理の下、更なる利活用を推進するためには、がん登録推進

法の中でも一定のルールを定めておくことが必要であるといった意見があった。 

 

（対応方針） 

○ 院内がん登録全国収集データについて、当面の第三者提供を可能とするため、院内が

ん登録の全国収集の実施主体である国立がん研究センターが、個人情報保護法やその

ガイドライン等に基づき、その利用・提供を進める方向で検討すべきである。その際、

国民の権利利益の保護の観点から、安全管理措置等について全国がん登録情報等の提

供と同等の水準が担保されるよう、国立がん研究センターにおいて、具体的な提供の

仕組みを検討し、体制の整備を行うべきである。 

 

○ 加えて、院内がん登録全国収集データの更なる利活用を促進するため、院内がん登録

の全国収集の法的位置付けや予後情報の収集方法、利用範囲・利用手続等に関するが
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ん登録推進法又は院内がん登録指針における規定の整備を含め、必要な対応を検討す

るべきである。  
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Ⅲ おわりに 

 

近年、人口減少・少子高齢化といった我が国の人口動態の変化や新型コロナウイルス感

染症の感染拡大、デジタル技術の進展等を踏まえ、政府全体で、保健・医療データの利活

用を積極的に推進する取組が進められているところである。 

 

また、我が国のがん対策は、今後、高齢化に伴い患者数が増加することや医療の発展等

に伴い多様な対策が求められる。 

 

こうした中で、平成 25 年に成立したがん登録推進法に基づき整備・運用されてきた、

全国がん登録及び院内がん登録の制度を見直し、今般の保健・医療データの利活用に係る

取組との整合を図ること、更なる利活用の推進に向け利便性を向上させること、効率的な

運用を可能とすることは、科学的根拠に基づくがん対策の推進に向け、非常に重要である。 

今回の検討に当たっては、こうした観点から、全国がん登録及び院内がん登録における

課題及び対応方針を整理した。厚生労働省においては、関係省庁、関係機関と連携しつつ、

それぞれの課題の解決に向けた具体的な対応策の検討を進め、実現可能なものから順次適

切に対応してもらいたい。 

 

  



 

 

 

（参考１）令和２年度厚生労働行政推進調査事業費補助金がん対策推進総合研究事業 

「がん登録等の推進に関する法律の改正に向けての課題に関する研究」 

 

○ 研究目的 

がん登録推進法の改正が必要となる課題を抽出し、 

検討に必要な情報を整理することにより法改正への 

論点集約が円滑に進み、具体的な審議に役立てること。 

 

 

○ 研究方法 

① 研究分担者からの提言及び意見集約 

② 都道府県、関係団体等への意見聴取（※） 

③ ①②で収集された課題について、整理と検討を行い、課題整理報告としてと

りまとめた。 

 

（※）以下の団体を通じて、広く関係者からの意見を募集した。 

意見募集期間（令和２年 11月 27日～12月 25日）において、43件（のべ 85

件）の意見が寄せられた。 

・日本癌治療学会 

・日本疫学会 

・日本癌学会 

・日本臨床腫瘍学会 

・日本がん登録協議会（ＪＡＣＲ） 

・全国がん患者団体連合会（全がん連） 

 

○ 経過 

令和３年５月に研究報告書をとりまとめ済み。 

令和３年７月７日の厚生科学審議会がん登録部会において報告。  



 

 

（参考２）厚生科学審議会がん登録部会の開催について 

 

※本件に関係する議論のみ抜粋 

 

●第 16回（令和３年７月７日） 

議題 現行のがん登録推進法における課題抽出と解決に向けた検討（研究報告） 

院内がん登録 全国集計データの活用の検討 

 

●第 17回（令和３年９月 29日） 

議題 全国がん登録情報等の提供について（国外提供について） 

 

●第 18回（令和３年 12月９日） 

議題 全国がん登録及び院内がん登録における課題について 

・全国がん登録情報等の利用範囲、匿名化の定義等の明確化 

・他の DBとの連結・解析   

・申出から提供までの手続の簡略化   

・院内がん登録全国集計データの利活用 

 

●第 20回（令和４年８月５日） 

議題 全国がん登録及び院内がん登録における課題について 

・全国がん登録情報等の利用範囲、匿名化の定義等の明確化（民間事業者の利用について） 

・法第 20条に基づいて提供された情報の取扱い   

・全国がん登録情報等の提供におけるリモートアクセスの体制整備  

・安全管理措置基準の見直し   

・院内がん登録全国集計データの利活用 

 

●第 21回（令和４年 12月５日） 

議題 全国がん登録及び院内がん登録における課題について 

・届出の照合・集約作業の効率化 

・住所異動確認調査の円滑化  

・全国がん登録情報等の国外提供に係るルールの明確化 

・法第 20条に基づいて提供された情報の取扱い   

・がん登録推進法施行前に収集された症例の予後調査の取扱い 

 

●第 22回（令和５年３月８日） 

議題 全国がん登録及び院内がん登録における課題について 

・全国がん登録情報等の国外提供に係るルールの明確化 

 

●第 23回（令和５年６月 19日） 

議題 全国がん登録及び院内がん登録における課題について 


